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重要事項説明書 

       指定訪問介護 

 

1.法人の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業所の概要 

 

 

 

名称 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブ 一心 

法人所在地 〒２５３－００４５ 茅ケ崎市十間坂 2丁目 2番 33号 

電話番号 ０４６７－５８－７０８６ 

代表者氏名 理事長 添田 麻里 

法人の沿革･ 

特色 

1996年 5月任意団体として設立。 

2002 年 9 月特定非営利活動法人格取得。「高齢になっても、障害を

もっていても、住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けた

い・・・」という思いは多くの方と共感できると思います。「NPO

法人ワーカーズ一心」は、そんな方々の思いを支援し、地域福祉

の向上を目指します。 

① 利用される方の自己決定と利用者主体のサービス、確立を目指

します。 

② 誰もが安心して暮らすことができるまちづくりと、生活全体を

据えた支援を行います。 

事業･財務 

内容等 

毎年度ごとの総会の議案書に記載されていますので、事務所で 

自由に閲覧できます。 

 事 業 所 名 NPO 法人 ワーカーズ 一心 

所 在 地 茅ケ崎市十間坂 2 丁目 2 番 33 号 

事 業 所 指 定 番 号 神奈川県 第１４７２４００６８６号 

管 理 者 ・ 連 絡 先 ロカ ひとみ ０４６７－５８－７０８６ 

サービス提供地域 茅ケ崎市 



 

３．事業所の職員体制等 (2024.06.01 現在) 

 

 

 

 

 

 

 

   

＜職種内容＞ 

管理者 事業所の従業者及び業務の管理を行う。 

法令遵守に勤める。 

サービス提供責任者 提供する訪問介護サービスの責任者である。訪問

介護サービスの実施計画を立て、ヘルパーを 

指導･管理する。コーディネーターの取りまとめ

を行う。 

コーディネーター サービス提供責任者の補佐を行う。 

訪問介護員 ヘルパー、身体介護や家事サービスを提供する。 

 

 

４．事務所開所時間 

   月曜日～金曜日：9時～17時 

      （土・日・祝日・年末年始＜12月 29日～1月 3日＞は休業） 

 

 

５．サービス提供時間 

   月曜日～金曜日：7時～21時 

      （土・日・祝日・年末年始＜12月 29日～1月 3日＞は休業） 

＊ 時間外も相談に応じます。 

＊ 訪問介護の実際のサービス提供は必要に応じて行います。 

 

職 種  専従 兼務 

管理者 常勤 ― １ 

サービス提供責任者 常勤 ― ２ 

サービス提供責任者 非常勤 ― ０ 

コーディネーター 

（訪問介護員兼務） 

非常勤 ― ３ 

訪問介護員 非常勤 ― 20名以上 



 

６．サービスの内容 

（１）「訪問介護」は、利用者の自宅において介護福祉士その他政令で定める者を派遣 

して、身体介護、生活援助を行うサービスです。 

（２）事業者は、サービス内容区分の中から指定の時間帯に応じて選択されたサービス

を提供します。 

（３）サービス提供にあたっては、別添の「訪問介護計画書」に沿って計画的に提供 

します。 

（４）サービス提供の開始月には、サービスの内容の調整にあたり、初回加算（２００

単位）をいただきます。この加算は、サービスの利用が２カ月以上休止したのち、

再開する場合にもいただきます。 

（５）緊急時訪問 

緊急時訪問は次のような場合に、利用者または家族から要請があり、居宅介護 

支援事業者と協議のうえ行うことができます。 

＊独居世帯や老々介護世帯で、要介護者が歩けないのに歩こうとしての転倒、 

ベッドからの転落、座り込んだまま歩けない、予測できない失禁の介助・清拭が 

必要な場合 

＊急な体調不良（発熱・下痢・嘔吐・痛み・意識混濁・バイタル異常・不穏状態 

など）で、医師との連絡や場合によっては通院、救急車の手配などが必要な場合  

  

※なお、次のようなサービスは、介護保険上提供することはできません。 

①「本人の援助」に該当しないもの 

         家族等のための洗濯・買い物・布団干し、主として利用者が使用する居室以外 

の掃除、来客の応接（お茶の手配等）、自家用車の洗車等 

 

②「日常生活の援助」に該当しないもの 

庭の草むしり、花木の水やり、犬の散歩等のペットの世話、家具等の移動、 

大掃除、窓のガラス磨き、室内外家屋の修理、正月料理等の特別な調理等   

 

７．サービスにあたっての禁止事項 

   下記のハラスメント行為などにより健全な信頼関係を築くことができないと判断 

した場合、サービス中止や契約を解除することがあります。 

例：①事業者の職員に対して行う暴言（大声を発する・怒鳴る等）、暴力（叩く・ 

強く握る等）、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

②パワーハラスメント・セクシャルハラスメントなどの行為。 

③サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で SNS に掲載すること。 

    



 

８．利用料金 

   ○介護報酬に係る利用者負担金をお支払いいただきます。（料金表参照） 

      ○通常のサービス提供の範囲を超える費用については、介護報酬の告示上の額と 

同額とします。 

※なお、訪問介護はケアプランの内容により実際の料金が変わります。 

詳しくは料金表（別紙）でご確認のうえ、ご相談ください。 

 

９．交通費 

     ○実施地域（茅ヶ崎市）にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域の方は、 

市の境界からのキロ数に応じて交通費を頂きます。（自己負担 10 割）  別紙参照 

 

１０．キャンセル料 

  ○サービス利用の前日の１７時まで・・・・・・無料 

  ○前日 17時よりサービス利用の当日・・・・・・１，０００円 

  ただし利用者の体調不良などやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 

 

１１.緊急時・事故発生時の対応 

サービス提供中に利用者の容体に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な 

処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて利用者の指定する緊急 

連絡先へ速やかにご連絡します。 

 

１２．その他 

（１）利用者がヘルパーの交代を希望される場合には、できる限り対応しますので、 

サービス提供責任者までご相談ください。 

（２）サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

① ヘルパーは、医療行為はできません。 

② 預金の出し入れ、年金等金銭の取り扱いはできません。 

（家事援助として行う買い物等に伴う小額の金銭の取り扱いは可能です。） 

③ ヘルパーに対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮ください。 

④ 経年劣化のために破損した物品については、当事業所として責任を負いかねます。 

 

１３．相談窓口・苦情への対応等 

  １ 提供した指定訪問介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切対応 

するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講じます。 

苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。 



２ 提供した指定訪問介護に関し、法の定めるところにより市町村が行う報告若しくは 

文書その他の物件の提出、若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業 

所の設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じて、及び利用者又はその家族 

からの苦情に関して市町村が行う調査に協力いたします。また、市町村から指導又は 

助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。 

 

３ 提供した指定訪問介護に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しくは 

指定訪問介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は 

当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が 

行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導 

又は助言に従って必要な改善を行います。 

４ 社会福祉法第 83条に規定する運営適正化委員会が同法第 85条の規定により行う 

調査又はあっせんに協力するものとします。 

  ○サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

電話番号 ０４６７－５８－７０８６ 

ＦＡＸ番号 ０４６７－５８－７０４６ 

相談員（責任者） ロカひとみ・中村美登利 

対応時間 ９：００～１７：００ 

○公的機関においても、苦情申し出等ができます。 

茅ヶ崎市役所 福祉部 介護保険課 給付担当 

所在地  神奈川県茅ケ崎市茅ヶ崎１－１－１ 

電話番号  ０４６７－８１－７１６４（直通） 

対応時間  ８：３０～１７：００（月～金） 

土日、祝祭日、年末年始は休み 

 

 

 

 

 

 

 

かながわ福祉サービス運営適正化委員会 

苦情相談受付 

所在地  横浜市神奈川区反町 3丁目 17-2 

電話番号  ０４５－３１１－８８６１ 

FAX  ０４５－３１２－６３０２ 

電子メール  tekisei@knsyk.jp 

対応時間  ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

土日、祝祭日、年末年始は休み 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４. 虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じます。 

（１）虐待の防止に関する責任者の選定及び設置 

（２）成年後見制度の利用支援 

（３）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（４）虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）の定期的な開催及びその結果の従業員への周知をします。 

 

１５．身体的拘束等の禁止に関する事項 

事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護 

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。 

２ 事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の 

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

３ 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

（１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ります。 

（２） 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３） 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

  

 

神奈川県国民健康保険団体連合会（国保連） 

介護苦情相談課 

所在地  横浜市西区楠町２７番地１ 

電話番号  ０４５－３２９－３４４７（直通） 

対応時間  ８：３０～１７：１５（月曜日～金曜日） 

土日、祝祭日、年末年始は休み 



１６．感染症対策に関する事項 

 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の措置を講ずるものとします。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）の定期的な開催及び 

その結果についての従業者への周知 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

（３）従業者に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な 

実施 

 

 

１７. 業務継続計画の策定に関する事項 

   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する必要なサービス提供を継続的に

実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

を策定し、必要な措置を講じます。 

２ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期 

的に実施します。 

３ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１８．その他運営に関する重要事項 

１ 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また 

業務体制を整備します。 

 ①採用時研修 採用後２ヶ月以内 

②継続研修  年度計画に基づく回数の実施 

２．従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

てはならないことを周知します。   

３．従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用 

契約の内容としています。 

 

 

 

 

 



【 説明確認欄 】  

         年    月    日      

 居宅サービス契約締結にあたり、重要事項と別紙料金表を説明し交付しました。 

 

            法人所在地  神奈川県茅ケ崎市十間坂 2丁目 2番 33号 

            法人名 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ一心 

            代表者名  理事長 添田 麻里         印 

            事業所名  ＮＰＯ法人ワーカーズ一心 

                 説明者                印 

 居宅サービス契約締結にあたり、重要事項と別紙料金表の説明を受け合意しました。 

 

               利用者  氏名              印 

 

               立会人  氏名              印 


